
宗教集団の移動と定着の過程の一側面 

―ゾロアスタ－教徒パ－シ－によるナウサリ定着過程を事例として― 

    Migration and Settlement of a Religious Community 

-with Referen to Zoroastrian Parsis Settlement to Navsari in Gujarat, India- 

 

Ⅰ はじめに―問題と目的― 

 

 ゾロアスタ－教徒（以下、ゾ教徒）パ－シ－は、新年を迎える直前の10日間の先

祖供養（muktad）にその一部が表れているように1)、また、聖火殿の創設および聖

火を維持する儀礼（maci）が死者を供養し記念するために行われてきたという事実

が示唆するように2)、祖先祭祀への志向を強くもっている。 

 また、パーシーは、祈りの調査結果の一部が示すように3)、祭司が宗教的儀礼を

ほぼ独占してきているにもかかわらず、宗教についての正確な知識は、特に祈りに

関する知識は、祭司も平信徒もほとんど継承してきていない。 

 これらの事実は、他の事実とともに、パーシーの現実の生活において、どのよう

に結びつきあっており、またその歴史的展開は信頼できる史資料にもとづいてどこ

までたどりうるのか。これが小論が解明しようとする問題である。したがって、前

者については、これまでの研究の結果をふまえてその相互関係の一部がのべられる

であろうし、後者については、歴史史料にもとづいて新しい事実の提示がなされる

であろう。 

 これまで、パーシーがインドへ移動し定着した初期の段階において、その過程の

一側面を具体的史資料にもとづいて明らかにした研究はなされていない。それは一

つには、その視点から記録された史料が残されていないこと、また発掘されていな

いこと、もう一つには、そうした問題自体がパーシーについて提起されたことがな

いことが主な理由である。 

 小論は冒頭にかかげた問題を解明することによって、そうした学術的状況を少し

く前進させる糸口となることを目的としている。 

 



 

 

 

Ⅱ 方法 

 

 問題を解明するための基本的な方法は、パーシーのインドへの移動と定着の初期

の段階の一側面を明らかにするために、ナウサリ（Navsari）におけるゾ教徒パ－

シ－、特に、祭司系譜に属するパ－シ－（Mobed）、なかでもバガサ祭司系譜 

(Bhagarsath あるいはBagaria)の移動と定着の一過程を取り出すことである。 

 ナウサリは、既に言及したように4)、ゾ教徒パ－シ－のインドにおける歴史的展

開の拠点であった。現在でも、聖なる火の維持や祭司の資格認定などの場面で、そ

の影響力を保持している。上述の課題の解明に不可欠の材料を提供しうる一地域で

ある。 

 具体的には、グジャラ－ティ－の史料とフィ－ルドワ－クによる資料を使用して

考察を試みる。 

 主な材料領域は、 

１）Rustom Jamas Dastur Meherjirana 1899 athoran ni tolani Bhagarsath  

  vansavali（バガサ祭司の系譜）Navsari Bhagarsath Anjuman Committee 1929  

２）navsarinan pak atashbeheram sahebnan navan makanne lagto ahaval tathateno 

   avak javakno hisab（ナウサリの聖火殿の創設に関する帳簿） 

  Kutar Mahiar Naoroji 1929 



３）Navsari vadi daremeherman thayala navroni fehrest 1633-1928 A.D.（ナ

ウサリの聖火殿における祭司イニシエ－ション通過者名簿）とする。 

 

 

Ⅲ 系譜 

 

 ナウサリのパ－シ－コミュニティ－は、祭司系譜に属する人 （々Mobed)と平信徒

系譜に属する人々（Behdin）から構成されている。自分がどちらの系譜に属するか

は、明確に決定されており、パ－シ－は各自それをその場で正確に言うことができ

る。 

 それぞれのパーシーは過去帳（namgaran）あるいは先祖の名前を書きとめた記録

帳をもっていて、先祖供養の場面ではそれにもとづいて先祖の一人ずつを声に出し

て呼び上げて記念する。これらの記録帳と系譜は区別して論じる必要もあるので、

ここでは両者をとおしてパーシーが先祖とかかわる慣習をたもってきていること、

そしてそのことはパーシーの事物把握の重要な一側面であることを示唆している

ことに注意するにとどめよう。 

 

1 バガサ祭司（BhagarsathあるいはBhagaria）と５大系譜（5 pols） 

 パーシーの祭司系譜は、athoran ni tolani Bhagarsath vansavaliが明らかにす

るところによると5)、カムディ－ン・ザルト－シュト（Kamdin Zarthosht）とホ－

ム・バ－マニア－ル （Hom Bahmanyar）を始祖として、前者からカ－カ－・パ－ラ

－ン（Kaka Pahlan）とカ－カ－・ダンパ－ル（Kaka Dhanpal）が、後者からア－

シャ－・ファレ－ドゥ－ン（Asha Faredun）、マ－ヒヤ－ル・ファレ－ドゥ－ン

（Mahiyar Faredun）とチャ－ンダ－・ファレ－ドゥ－ン（Chanda Faredun）が出

自している。これらの５つの出自は、ポール（pol）と呼ばれ、14世紀の末葉から

15世紀の中葉にかけてその基盤を確立した。以来、宗教儀礼を行う権利の平等な分

割と分配を前提に、現在のバガリア(あるいはバガサ）祭司（Bhagariaあるいは 

Bhagarsath）系譜集団を構成する根拠となっている。５大系譜の全体は次のように

構成されて、それらから派生するそれぞれの下位系譜を同定する基準を提供してい

るのである6)。  

 



 



 

 表１がその一部を示すように、パーシーの系譜は始祖→５大系譜→上位派生集団

→下位派生集団と次々に系譜をたどり、それが記録されている。パーシーは現在の

自分からそれぞれの系譜を過去にさかのぼってたどり、全体の中に自身の位置を確

定することができるのである。そして、自分が位置づけられる全体をたどり、その

過程に刻み込まれている名前、つまり先祖を声に出して呼び起こし記念することを

重要な慣習としている。１世代を30年とした場合、何十もの世代を、すなわち何百

年もの時間を見通して人間のあり方を考えている一側面である。 

 さてしかし、パーシーの系譜を史料にもとづいて詳細にたどることはできない。 

 小論の問題を解明するために現時点でできることは、athoran ni tolani 

Bhagarsathvansavali と navsarinan pak atashbeheram sahebnan navan makanne 

lagto ahavaltathateno avak javakno hisab の二つの史料を使用して、バガサ祭

司の動向のごく一部を復元することである。その作業に多くを期待することはでき

ないが、小論の問題との結びつきにおいて二三の論点を見出すことはできるであろ

う。  

 二つの史料はまず次のような事実、つまり、パーシー集団内で起こった或る対立

を概要といえる程度ではあるが紹介している。 

 

 



２ バガサ祭司と「４人組（Chaharo Sath）」 

 バガリア祭司は、ナウサリを中心に祭司活動を展開してきたが、17世紀の中葉に、

かれらの活動の方針と方法をめぐってナウサリの平信徒と対立を余儀なくされた。 

 1672年、バガサ・アンジュマン（Bhagarsath Anjuman）は、ナウサリだけでな

く、ボンベイ、チャウル、カルヤン、ビマルディ、タ－ナ等の地域においても、宗

教儀礼を行う権利の平等な分割と分配を前提に、自分たちも宗教儀礼を行なうこと

を決議した。この決議に平信徒が反対し、1673年、以後各自の宗教儀礼は各自の選

択した祭司によって行なうことを平信徒による集会で決議した。双方の決議とそれ

に基づく集団内緊張は、バガリアに２名、平信徒に６名の死者を出す対立に進展し、

平信徒６名殺害の容疑で12名のバガリア祭司がス－ラト（Surat）で投獄される事

態をも招いた。 

 こうした状況のなかで、チャ－ンダ－・ファレ－ドゥ－ン出自に属していたミ－

ノ－チェヘ－ル・ホ－ムジ（Minocheherji Homji）が３人の息子とともにバガリア

祭司から追放された。両者の緊張関係に対応して、1700年前後、メヘルジ・チャン

－ンドゥナ－（Meherji Chandna  カ－カ－・パ－ラ－ン）と４人の息子、、ダ－

ダ－・チャ－ンドゥジ（Dada Chandji ア－シャ－・ファレ－ ドゥ－ン）と７人

の息子、ペ－ショ－タン・ソ－ラ－ブ（Peshotan Sohrab ア－シャ－・ファレ－ ド

ゥ－ン ）と２人の息子がミ－ノ－チェヘ－ル・ホ－ムジと行動をともにし、「４

人組（Chaharo Sath）」と称された集団を組織し、バガリアとの緊張を強めた7)。 

 平信徒はミ－ノ－チェヘ－ル・ホ－ムジに宗教儀礼を委託し、後には「４人組」

に同様の委託をした。他方、バガリア祭司集団は、1732年、当時のナウサリ統治者

ガンガ－ジ・ラ－オ（Gangaji Rao）とグジャラ－ト統治者ピ－ラ－ジ・ラ－オ・

ガエクワッド（Pilaji Rao Gaekwad）から、パンタ－ク内における宗教儀礼の独占

的かつ合法的な遂行の認可を授与された。この時点で「４人組」はバガリア祭司集

団に再帰属する意思を表明し、1732年、４月16日、聖火殿（Vadi Dar-i Mihr）に

おいて協定書の合意が成立した。 

 ナウサリの平信徒は、しかし、この協定書が存在するにも関わらず、再度「４人

組」に宗教儀礼の遂行を委託し、受託された。この行動に対してバガリアは、ガン

ガ－ジ・ラ－オに嘆願書を申し入れ、「４人組」の行動を規制するよう請願した。

その結果、この問題は調停裁判に展開し、「４人組」は独立した祭司集団として承

認され、彼らの祭司活動のための聖火殿（dar-i mihr）が平信徒によって創設され

ることが協約として有効と認められた。 

 この調停の受け入れ後数年を経ると、「４人組」は再びバガリアの管轄区域で宗

教儀礼を行なったり、彼らを支持する平信徒の宗教儀礼を請け負うようになった。

「４人組」のこの行動に対して、バガリアは聖火殿に関連する「４人組」の収益を

折半するよう申し出た。バガリアの申し出は拒否され、「４人組」はバロダ（Baroda）

の裁判所に対して訴訟を行なった。「４人組」はそこでの評決を不服として、1740

年、聖なる火とともにブルサ－ル（Bulsar）に移動し、最終的には1742年、かれら

自身の管轄区域であるウドゥワダ（Udvada）に定着し、聖なる火の維持と宗教儀礼

の保持に従事してきている8)。 



 この歴史的出来事は発生の原因をこれ以上詳細に語らないが、ここに記述したか

ぎりでは、この出来事に関する重要事項の一つは、対立のいずれもそれが宗教儀礼

の管轄（パンタ－クpanthak)をめぐって起こっていることである。パンタークをめ

ぐる対立は、祭司間のものであれ、祭司と平信徒の間のものであれ、殺傷、調停、

訴訟などをも伴いながら、パ－シ－の集団内に非常に強い社会的緊張を生み出し、

それはやがて聖火殿の創設まで引き起こす事態を招いた。 

 なぜパンタークがそのように激しい対立の要因になりえたのか。その主な理由は、

パンタ－クの重要な機能の一つが、宗教儀礼を媒介にして祭司と平信徒を関係づけ

ることにある。平信徒は家の竃に火を保ち、それに対して祈ったり、クスティ

（khusti）やバ－ジ（baj）をはじめとする特定の祈りを捧げることはできるが、

その他の宗教儀礼を行なうことはできない。例えば、聖火殿に入っても、自分で聖

なる火に香木を捧げること（maci）はできない。死者を迎えて送る期間（mukutad）

においても、供え物を用意することはできるが、儀礼を行なうことができない。イ

ニシエ－ション（navjot）、婚姻、葬送に関する儀礼も行なうことはできない。そ

れらの場面で儀礼を行なうことができるのは、それぞれの場面に不可欠とされてい

る資格を獲得している祭司だけである。 

 とすると、平信徒にとっては毎日の信仰をいとなむ基盤として、また祭司にとっ

ては自分の信仰をいとなむことはいうまでもなく、それをとおして宗教儀礼を行う

ことによって自分の社会経済的地位と役割を遂行する基盤であり、かつまたその行

為を介して平信徒との信頼関係を保つ基盤でもあるのだ。こうした意味で、パンタ

－クは、ゾ教徒パ－シ－がその信仰を現実の生活において保持していく過程で、祭

司にとっても、平信徒にとっても、重要な社会組織として制度化されてきているの

である。 

 現在でもきわめて大切な機能を果たしているパンタ－クは、では当時どのような

実態であったのか。ここではその実態の一側面を取り出して、問題の解明に近づき

たい。 

 

Ⅳ パンタ－ク 

 

１ ５祭司集団とパンタ－ク 

 パーシーにおいては、祭司系譜に属する者のうちで、特定の儀礼を通過しその儀

礼によって資格づけられた者だけが、ゾ教の中の或る一定の宗教儀礼を行なうこと

ができる。儀礼によって獲得された資格にもとづいて祭司は平信徒から委託された

宗教儀礼を行うのであるが、その場面で機能するのがパンタ－ク（panthak）であ

る。例えば、パ－シ－は、聖火殿での儀礼を祭司に委託する場合に、書類を作成す

る。この書類の必要項目のなかに、先に述べた５大系譜のどれに帰属するか、とパ

ンタ－ク、つまり儀礼を委託する祭司名を記入するとともに、委託者の系譜をたど

って何名もの人名を記入する。この場面でも、パンタークは決定しなければならな

い事柄として位置づけられているのである。 

 パーシーの現実の生活において重要な意味をもちつづけてきているパンタ－ク



は、地理的な要素と系譜的な要素の二方向から決定されている。 

 伝承によると、15世紀の中葉に、ナウサリの属するグジャラ－ト地域に在住する

ゾ教祭司たちは、次に示すように、川を境界にして地域を５分割し、それぞれの地

域の宗教儀礼をサンジャ－ナ（Sanjana）、バガリア－（Bhagaria）、ゴ－ダ－ウ

ラ－（Godavra）、バルチャ－（Bharucha）、カンバ－タ（Khambata）の５祭司集

団が分担したとする9)。 

 ①サンジャ－ナ（Sanjana）ダント－ラ（Dantora）川からパ－ル（Par）川まで 

 ②バガリア－（Bhagaria） パ－ル川からタ－ピ－(Tapi)川まで   

 ③ゴ－ダ－ウラ－（Godavra）タ－ピ－川からナルマ－ダ(Narmada)川まで  

 ④バルチャ－（Bharucha）  ナルマ－ダ川からマ－ヒ－(Mahi)川まで 

 ⑤カンバ－タ（Khambata）マ－ヒ－川からサ－バルマティ－(Sabarmati)川まで 

 

 伝承はこれ以上のことを語らないので、この５分割のさらに細かな経緯とかそれ

にもとづく宗教活動の実態を明るみにだすことはここではできない。ただ、15世紀

の中葉にはすでに、グジャラート地域のパーシー集団のなかに５つの祭司集団によ

るパンタークが成立していた可能性を示唆することができるだけである。そこで、

パーシーがインドへ移動し定着した初期の段階に関する一側面を具体的史料にも

とづいて明らかにするという小論の問題に近づくために、ナウサリにおけるパンタ

ークの実態とそれをめぐる論点を取り出してみよう。 

 

２ バガサ祭司集団とパンタ－ク 

 

 (1)５代系譜とパンターク 

 ナウサリにおけるパンタ－クに関する最も古い史料は、Ⅲ.2ですでに述べた係争

を落着させるために、1543年、ナウサリ・アンジュマンとサンジャ－ナ・アンジュ

マンの間で合意された協定書である10)。ナウサリにおいては、当時すでに、バガサ

祭司が宗教儀礼を平等に分担し、その申し合わせにもとづいて宗教儀礼による収益

の平等の分配を実現しようとしていた。史料にもとづくと、15世紀の中葉には、５

つの系譜（ポ－ル）による儀礼の分担が行われていたことが記録されている。その

主な内容は、次に示すように、カ－カ－・パ－ラ－ンは、葬送場面での「三日目の

儀礼」（sosh）、 カ－カ－・ダンパ－ルは、聖なる牛に関する儀礼（nirangdin)、

ア－シャ－・ファレ－ドゥ－ン は、葬送場面での「三日目の儀礼」（patet）、マ

－ヒヤ－ル・ファレ－ドゥ－ンは、祭司のイニシエ－ション（nawar maratab）に

関する儀礼、チャ－ンダ －・ファレ－ドゥ－ンは、アンジュマンの古文書の維持

管理である。この分担は、1579年、ナウサリのアンジュマンがメヘルジ・ラ－ナ

（Meherji Rana）をインドの「第一大祭司」（Vada Dasturji）に任命するまで継

続した。 

 

 ①カ－カ－・パ－ラ－ン       葬送場面での「三日目の儀礼」（sosh） 

 ②カ－カ－・ダンパ－ル      「聖なる牛」に関する儀礼（nirangdin) 



 ③ア－シャ－・ファレ－ドゥ－ン   葬送場面での「三日目の儀礼」（patet） 

 ④マ－ヒヤ－ル・ファレ－ドゥ－ン  祭司のイニシエ－ション（nawar maratab） 

 ⑤チャ－ンダ －・ファレ－ドゥ－ン アンジュマンの古文書の維持管理 

 

 ここに記載されている儀礼や分担事項だけでパンタークが成り立っていたとは

考えられない。すでにこれまでの調査が明らかにしたように、パーシーにおいては、

信仰告白、清浄儀礼、聖なる火に香木をささげる儀礼、聖火殿でのジャシャン、葬

送儀礼などをはじめ他にも重要とされている儀礼が数多くあり、彼らが信仰するゾ

教はそうした儀礼慣習の複合として存続してきているからである11)。 

 しかしながら、そうした儀礼を含めたパンタークの実態は手許にある史料によっ

ては明らかにすることはできない。現時点では、すでに言及した二つの史料にもと

づいて、ナウサリにおける５大系譜のパンタークをさらに細かく取り出していく。 

 

 (2)ナウサリにおける５代系譜のパンターク 

 二つの史料は上述の分担を、ナワ－ル（navar）、ニ－ランギン（nirangdin）、

ワラスヨジ（varasyoji）、ボイ（boi）の分担として克明に記録している。これら

の４分担項目は、それぞれ祭司の資格を得るためのイニシエーション、聖なる牛（ワ

ラスヨジ）の尿に関係する儀礼、聖なる牛、聖なる火に香木を捧げる儀礼を意味し

ており、葬送場面での「三日目の儀礼」（soshとpatet）を除けば、上述の分担項

目とほぼ重なりあっているといえよう。 

 では、パンタークは現実にはどのように営まれていたのか。その運営を事実にも

とづいて明確にすることによって、小論の問題との関連で、どのような論点を引き

出すことができるか。これらを視角として史料が記録するところをそのまま記述し

てゆく。 

  

 ①ナワール(navar) 

 ナワ－ル、つまり祭司になるためのイニシエーションの分担は、２名の祭司が行

なうが、５つの系譜を出自させている最上位の２系譜カムディ－ン・ザルト－シュ

トとホ－ム・バ－マニア－ルで分担される。すなわち、前者から一人、後者から一

人選出されなければならないが、この選出がさらに５つの系譜で分担される。言い

換えると、前者からの選出はカ－カ－・パ－ラ－ンと カ－カ－・ダンパ－ルによ

って、後者からの選出はア－シャ－・ファレ－ドゥ－ン 、マ－ヒヤ－ル・ファレ

－ドゥ －ンとチャ－ンダ －・ファレ－ドゥ－ンによって分担が決定される。 

１名 カムディ－ン・ザルト－シュト系譜 

カ－カ－・パ－ラ－ンと カ－カ－・ダンパ－ルで１名の選出を均等分担

する。 

１名 ホ－ム・バ－マニア－ル系譜  

ア－シャ－・ファレ－ドゥ－ン 、マ－ヒヤ－ル ・ファレ－ドゥ －ンと

チャ－ンダ －・ファレ－ドゥ－ンで１名の選出を均等分担する。 

 



 史料は、さらに各系譜に属する家族名とそれぞれの家族に分担が回ってくる間隔

を数字で示している。ここでは、一つのナワ－ルをカ－カ－・パ－ラ－ンが分担し

た場合には、次のナ－ワ－ルはカ－カ－・ダンパ－ルが分担しなければならないこ

とも明記されている12)。 

 

 ②ニーランギン(nirangdin)    ワラスヨジ(varasyoji) 

 ニ－ランギンとワラスヨの分担の仕方は、ナワ－ルと同じであるが、この場合は

マ－ヒヤ－ル・ファレ－ドゥ－ンとア－シャ－・ファレ－ドゥ－ンに優先権が与え

られている。 

 その理由は、1506年以降、マ－ヒヤ－ル・ファレ－ドゥ－ンがニ－ランギンとワ

ラスヨジを分担してきた経緯があるからである。ただし、ワラスヨジに関しては、

新しくワラスヨジが聖化（consecrated）された1745年以来、ア－シャ－・ファレ

－ドゥ－ンにその分担が替った。 

１名 カムディ－ン・ザルト－シュト系譜   

カ－カ－・パ－ラ－ンと カ－カ－・ダンパ－ルで１名の選出を均等分担

する。 

 

１名 ホ－ム・バ－マニア－ル系譜  

ア－シャ－・ファレ－ドゥ－ン 、マ－ヒヤ－ル・ファレ－ドゥ－ンとチ

ャ－ンダ－・ファレ－ドゥ－ンで１名の選出を均等分担する。 

 

 バガサ祭司集団は、このように５つの系譜（ポ－ル）を軸とする系譜を中心にし

て、宗教儀礼を均等に分担し、その権益の平等な分配をめざして宗教活動を行って

いく。その過程で、パンタークは、具体的には、月、日、時刻の分担をも決定し、

さらにそれらに応じて儀礼の分担を決定する程度にまで達してきた。また、儀礼場

面での協力および補助の仕方や交替の仕方も厳密に決定されるようになったので

ある。 

 

 ③ボイ(boi)の儀礼 

 聖火殿のボイの儀礼は、それを行う資格を得ている祭司が聖なる火に香木をささ

げる儀礼であり、宗教儀礼のなかでもきわめて重要なものの一つである13)。この重

要な儀礼に関しては、５つの系譜が一ヵ月ずつを分担する形態をとる。 

 しかし、９ヵ月目（アダ－ル Adar）は、「第一大祭司」であるダストゥルジ・

ソ－ラブジ・ルスタムジ・メヘルジラ－ナ（ Dasturji Sohrabji Rustamji 

Meherjirana)）の血統が分担することになっている。この９ヵ月目を除く11ヵ月が、

まず上位の２系譜カムディ－ン・ザルト－シュトとホ－ム・バ－マニア－ルで均分

される。つぎに、それらの２系譜に属するそれぞれの下位系譜で均分する。 

 

 ９ヵ月目（アダ－ル Adar）を、「第一大祭司」であるダストゥルジ・ソ－ラブ

ジ・ルスタムジ・メヘルジラ－ナ（Dasturji Sohrabji Rustamji Meherjirana)）



の血統が分担する。 

 ９ヵ月目を除く11ヵ月を、まず上位の２系譜カムディ－ン・ザルト－シュトとホ

－ム・バ－マニア－ルで均分する。 

 その均分内容を、つぎに、５大系譜で均分する。 

 ボイの場合は、１ヵ月づつを分担する。 

 

 (3)ナウサリにおけるその他のパンタークの事例 

すでに述べたように、祭司はこれらの儀礼の他に、葬送儀礼、ジャシャン（jashan）、

清浄儀礼（barshnum）婚姻、信仰告白（navjot）などの重要な儀礼を行うのである

が、それらに関連する分担についてはさらに細かく次にように決められていた。14) 

まず、12ヵ月を２系譜カムディ－ン・ザルト－シュトとホ－ム・バ－マニア－ル

で二等分する。 

 その結果を、ボイの儀礼の場合と同様に、それぞれの系譜に属する５つの系譜で

均分する。 

 この仕方で12ヵ月の分担が月単位で決定されるが、それぞれを主分担者（ワラダ

－ル varadar)とする。 

 さらに、それらの主分担者のそれぞれに副分担者（サメワラ samewala）をつけ

る。こららの副分担者の割り当ては、主分担者と同じ仕方で決定されるが、主分担

者と副分担者の組合せは、カムディ－ン・ザルト－シュトとホ－ム・バ－マニア－

ルの組合せに対応する形で決定されなければならない。 

  

 ここで、５つの系譜の一つであるア－シャ－・ファレ－ドゥ－ンを一事例にして、

分担の実態をさらに細かくとらえていくと次のようになる。 

 

 



 

 



 表２の主分担者名のﾅｺﾞ-ｼﾞ･ｱ-ｼｬ、ｼﾞｪｼｬ･ｱ-ｼｬ、ﾜｯﾁｬ･ｱｼｬ、ﾄﾞｻ-･ｱ-ｼｬは、副分担

者名のﾅｺﾞ-ｼﾞ･ｱ-ｼｬ、ﾙｽﾀ-ﾑ･ﾍﾞ-ﾗ-ﾑ、ﾙｽﾀﾑ･ﾋ-ﾗ、ｻﾋｱ-ﾙ･ｱ-ﾜﾙ、ﾅｺﾞ-ｼﾞ･ﾍﾞ-ﾏﾝ、ﾙｽﾀﾑ･

ﾜｯﾁｬ、ﾓ-ﾍﾞｯﾄﾞ･ﾜｯﾁｬ、ｱｽﾊﾟﾝﾃﾞｨﾔ-ﾙ･ﾜｯﾁｬ、 ﾁｬｯﾁｬ･ﾜｯﾁｬ、ﾅﾙｻﾝｸﾞ･ﾜｯﾁｬ、ﾁｬｲﾔ･ﾜｯﾁｬ、

ﾀﾞﾝﾊﾟﾙ･ﾄﾞ-ｻ、ｱｻ-ｸ･ﾄﾞ-ｻ、ｼﾔ-ﾙ･ﾄﾞ-ｻの上位の系譜である。 

 右端の姓名は、それらの主分担者名および副分担者名から派生して、一部を除く

と、現在にまで継承されてきている。 

 ア－シャ－・ファレ －ドゥ－ンは、他の４つの系譜と同様に、主分担および副

分担として分与された月を日時分に分割し、それらを系譜の時系列におけるヒエラ

ルキ－にしたがって厳密に分担してきていることがわかる。ここにア－シャ－・フ

ァレ－ドゥ－ンの事例を記録にもとづいてそのまま引用した理由は、ナウサリのパ

ンタークが平等均分の名目のもとにいかに細分化されていたかをしめすことによ

って、この運営がパーシーの祭司にとって、特に今はバガサ祭司にとって現実的な

意味をもっていたかを確認するためである。そしてまた、そうしたパンタークの現

実的な運営は系譜を根拠にして行われていたという事実を確認するためである。 

 ところで、ナウサリにおいては、上述の分担とは異なる仕方ででもパンタークは

存在してきた。 

  

 (4)信仰告白(navjot)と葬送とパンターク 

 史料によると15)、信仰告白と葬送については、本人の父方オジ、父方オジの息子、

父方オジの弟（父方オジに息子がいない場合）、本人の父の父方オジ（本人の父に

兄弟がいない場合）の順に分担が決定されていた。 

 また、婚約している女性の信仰告白は、将来の夫の父方オジが優先して分担した。

しかし、この分担の権利は、分担予定者が誰かに養子にされた場合は無効とされた。 

 葬送については、本人が男子の場合は、父方オジを最優先にして、上記の順番に、

本人が女子の場合は夫のオジを最優先にして、上記の順番に分担を行なった。信仰

告白と葬送については、すでに婚姻と養子との関連で明らかにしたように16)、系譜

を父系にたどって考える思考が前面に出てきて、パンタークをその他とは別の仕方

で支えていることがわかる。 

 

 (5)パンタークにおける祭司の代替 

さて、パンタークの厳密さは、ある事情で分担が実行されないときにとられる代替

措置にもその一面が表れている。パンタークにおける分担予定の系譜集団に当該祭

司が欠如している場合の代替の仕方は、２系譜カムディ－ン・ザルト－シュトとホ

－ム・バ－マニア－ルとそれにもとづく派生系譜集団の構造にしたがって、最も近

い系譜集団から代替が確保されなければならなかった17)。 

 具体的には、カ－カ－・パ－ラ－ンの祭司の欠如は、カ－カ－・ダンパ－ルから

補充され、カ－カ－・ダンパ－ルの祭司の欠如は、カ－カ－・パ－ラ－ンから補充

する。 

 カ－カ－・パ－ラ－ンとカ－カ－・ダンパ－ルの範囲に祭司が欠如する場合は、

言い換えると、系譜カムディ－ン・ザルト－シュトに祭司が欠如する場合は、ホ－



ム・バ－マニア－ル系譜のア－シャ－・ファレ－ドゥ－ン 、マ－ヒヤ－ル・ファ

レ－ドゥ－ン、チャ－ンダ －・ファレ－ドゥ－ンから補充された。 

 後者の３系譜内でのそれぞれにおける祭司の欠如も、前者と同様の方法で行なわ

れた。また、後者における祭司の欠如は、前者のカ－カ－・パ－ラ－ンとカ－カ－・

ダンパ－ルによって代替された。 

 さらに、分担予定の系譜集団に当該祭司が欠如している場合には、その代替が不

可欠であるが、その場面での代替の仕方も２系譜カムディ－ン・ザルト－シュトと

ホ－ム・バ－マニア－ルとそれにもとづく派生系譜集団の構造にしたがって、最も

近い系譜集団から代替が確保されなければならなかった。具体的には、カ－カ－・

パ－ラ－ンの祭司の欠如は、カ－カ－・ダンパ－ルから補充され、カ－カ－・ダン

パ－ルの祭司の欠如は、カ－カ－・パ－ラ－ンから補充する。カ－カ－・パ－ラ－

ンとカ－カ－・ダンパ－ルの範囲に祭司が欠如する場合は、言い換えると、系譜カ

ムディ－ン・ザルト－シュトに祭司が欠如する場合は、ホ－ム・バ－マニア－ル系

譜のア－シャ－・ファレ－ドゥ－ン 、マ－ヒヤ－ル・ファレ－ドゥ－ン、チャ－

ンダ －・ファレ－ドゥ－ンから補充された。後者の３系譜内でのそれぞれにおけ

る祭司の欠如も、前者と同様の方法で行なわれた。また、後者における祭司の欠如

は、前者のカ－カ－・パ－ラ－ンとカ－カ－・ダンパ－ルによって代替された。 

 このように、ナウサリのバガサ祭司集団においては、宗教儀礼の分担が平等に行

われ、その結果として宗教儀礼から発生する権益が均分されることをめざしてパン

タークという仕方でそれが行われた。そのパンタークの現実の運営は系譜を第一義

の根拠とし、次には少数の儀礼にかぎって父系の考え方を根拠にしていたが、その

現実の運営は系譜とそれから派生する系譜集団の上位関係の範囲内で厳密に規定

され、それらは一種の株のように位置づけられていた。 

 

Ⅴ おわりに―今後の課題と展望― 

 

 小論の問題は、ゾロアスタ－教徒パ－シ－の祖先祭祀と祈りに関する知識の少な

さが、他の事実とともに、パーシーの現実の生活において、どのように結びつきあ

っており、またその歴史的展開は信頼できる史資料にもとづいてどこまでたどりう

るのか、であった。 

 また、その問題を解明するにあたっては、方法として、パーシーがインドへ移動

し定着した初期の段階において、その過程の一側面を具体的史資料にもとづいて明

らかにすることをめざしていた。ここまでの論述をこれらの観点からもう一度とら

えなおすことによって、小論の結びとしよう。 

 ゾ教徒パーシーは、ゾロアスター教の教えを守りまた実践していくにあたって、

いうまでもなく他の宗教集団と同じように、一人の信徒として個人でその信仰を営

んでいくとともに、或る儀礼は祭司に委託する仕方で信仰を営んでいく。彼らは、

これも聖なる火の一つである竈の火の前で祈り、すでに祈りとの関連で論じたよう

に、日常のいろいろな場面で祈り、あるいはまた聖火殿に出かけて聖なる火に香木

をささげ、新年の直前の10日間は祖先の魂の迎えと送りのために伝来の慣習をまも



って過ごすのである。一方でまた彼らは、信仰告白や葬送をはじめとするいわゆる

人生儀礼、さらにはまた、清浄儀礼や聖火殿で行われる儀礼などを祭司に委託して

行い、それらの儀礼によって彼らが理解する意味を宗教的営みのなかに見出そうと

する。 

 そうしたパーシーの現実の生活と信仰において、平信徒にとっては、宗教の教え

を知り、また祭司をとおして或る宗教儀礼を行うことによって信仰を営んでいく意

味で、そして祭司にとっては、自分の信仰を営むことに加えて、自身の社会経済的

な地位と権益を確保するという意味において、重要な役割をはたしてきているのが

パンタークである。 

 パンタークは、数少ない史料が示すかぎりでは、パーシーがグジャラート地域に

移動し定着した初期の段階、つまり15世紀の中葉から存在していた。そしてその史

料にもとづけば、川を境界にしてグジャラート地域が５分割され、それぞれの分割

地区を相異なる祭司集団が受け持ち、宗教儀礼を分担していたという重要な事実が

明らかになるのである。さらに、1672-1673年にかけては、祭司集団の分担をめぐ

って、ナウサリの祭司集団内に緊張関係が生まれ、バガリア祭司集団と平信徒が対

立し、訴訟にまで発展し、解決の困難な状況に鑑みて当時の支配者に調停を依頼し

たということも史料が示している。パンタークはこのように宗教的なそれ故に社会

的な利害が深くかかわる事柄なのである。 

 そこでパンタークの実態を明確にすることによって、パーシーがインドに移動し

定着した初期の段階についてのいくつかの論点を取り出されなければならない。 

 小論が使用した二つの史料は、パンタークの分担に関して、葬送場面での「三日

目の儀礼」（soshとpatet）、祭司の資格を得るためのイニシエーション（ナワ－

ル navar）、聖なる牛（ワラスヨジ）の尿に関係する儀礼（ニ－ランギン 

nirangdin）、聖なる牛（ワラスヨジ varasyoji）、聖なる火に香木を捧げる儀礼

（ボイ boi）の４つの重要な儀礼の分担を克明に記録している。これらの４分担

項目を細かく見ていくと、分担の形式は分担および分担予定者の交替あるいは補充

をふくめてすべて系譜にもとづいて根拠づけられており、したがって、系譜の序列

（時間的な前後関係を起点とする縦の序列）に厳密にしたがって構成されているこ

とがわかる。そして分担の内容を、月、日、時分に分けていわば再分担し合ってお

り、系譜を原則として事柄が決定されていくのである。系譜への帰属を意識し、系

譜全体のどこに自分を位置づけるかを確定しながら信仰を営んでいくことを、現実

の生活のなかできわめて意味のあることとしているといえるであろう。系譜をこの

ようにとらえる仕方が、新年の直前に10日間にわたって死者を迎えまた送るとき

（muktad）、また、聖火殿を創設するとき、あるいは聖なる火に香木をささげる

（maci）とき、前者においては先祖の名前を過去帳にもとづいて長時間にわたって

呼び起こし、後者においては、その行為を先祖の霊を記念して行うことと結びつき

あっているのではないかと仮説的にいえるであろう。パーシーは、系譜をたどり、

したがって先祖を強く意識しかつそれを祀り、何十もの世代、何百年もの時間を含

めた視野で現実の生活を生きているのである。この視野に立ってパ－シ－は、聖火

殿で儀礼を行なったり、そこでの儀礼を祭司に委託する場合に作成する書類の必要



項目のなかに、５つの系譜のどれに帰属するか、とパンタ－ク、つまり儀礼を委託

する祭司名を記入するとともに、委託者の系譜をたどって何名もの人名を記入する

のである。 

 さて、系譜を第一の根拠とするパンタークをめぐる考察をしている過程で、信仰

告白と葬送のパンタークは父系の因子つまりここでは父方のオジが優先されて分

担者になることを見出した。パーシーを対象とするこれまでの研究は、婚姻および

養子慣行（palak）において父系を中心とする思考が強く、またそれを実際に実行

している事実を取り出した。婚姻および養子慣行はまさしく系譜と関連の深い事柄

であるが、父系を中心とする思考という点でパンタークと相互に関連し合って、パ

ーシーの思考と行動を色づけかつ支えているのである。 

 すでにくり返し述べたように、パーシーのインドへの移動と定着の初期の段階を

詳細に記述することは現時点では非常に難しい。小論では、しかし、その課題に二

つの史料を使用して、特にパンタークにかぎってではあったが、近づこうとした。

そこでは数少ない事実しか新しく見出すことはできなかったが、これまで取り出し

てきた事実と結びつきあうと考えられる論点をいくつか明るみにだすことができ

た。 

 すなわち、その一つは、パーシーが祈りやその他の宗教的な知識をを十分に身に

つけていないことの主な理由は、集団内において祭司集団がパンタークをその重要

な機軸として、宗教儀礼を独占することによって宗教的な知識を祭司集団内に保持

し、集団内の宗教教育への取り組みを十分に行わなかったことである。集団内の宗

教教育が不十分であることに関しては、すでに祈りの調査においても、その主な理

由をゾロアスター教の教えと祭司の宗教活動にかぎって、特に言語の視点から取り

出してきたように、他にもいくつかの理由があり、それらが相互に複雑に絡み合い

ながらその事態を引き起こしているのであろう。とはいえ、小論が明らかにした事

実も見逃すことのできない理由の一つとして、新しくつけ加えられるべきだと思わ

れる。 

 さらにもう一つの論点は、パーシーは祭司系譜に属する者とそうでない者との間

で帰属意識をめぐる少なからぬ緊張をたもってきたことである。つまり、婚姻と養

子慣行の調査が明らかにしたように、そこには祭司間の婚姻が強く優先されており、

例えばデサイ家とダストゥール家の間での婚姻と養子が頻出する事実が見出され

る一方で、平信徒との通婚が書き残された史料からは見出されないことがわかって

いる。 

 今後さまざまな機会をとらまえてパーシーのインドへの移動と定着の過程が事

実にもとづきながら明確にされる必要があるが、これまでの調査が示唆するところ

では、ナウサリにかぎっていえば、祭司系譜に属するパーシーが平信徒との間に或

る緊張関係を保ちながら、少なからぬ主導権をにぎって集団の移動と定着を導いて

いたということはできるであろう。 
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Disa-Pothi と Vanshavalichopdoの二史料から婚姻の事例を全て抽出し、そ

れ を Kutumb を 単 位 と し て 分 析 す る と 、 い と こ 婚 、 natrun, さ ら に

Stur,Cagar,Enokenなどの婚姻形態が示すように、パ－シ－が死者供養とフラ

ヴァシの供養との関連で婚姻を行ってきている側面が明らかになった。 
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4)  拙論 1983 「聖なる火をめぐるゾロアスター教の宗教儀礼」    
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等級の高い聖なる火アータシュ・ベーラーム（Atas Bahram）のマーチは、祭

司系譜を出自とするパーシーが中心となって行われてきていること、個人の断

面でも集団の断面でも、祭司系譜を出自とする特定の家族（姓）が、また、祭

司系譜の中でもバガリアー（Bhagaria）と呼ばれる特定の系譜に属する集団が、

アータシュ・ベーラームに香木を捧げることによって聖なる火は永続的に燃え
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ナウサリの聖火については、香木を捧げる儀礼は祭司系譜に属するパーシーに

よって、しかもバガリアー祭司に属するパーシーが中心となって行われてきて

いることに注意しなければならない。  
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『西日本宗教学雑誌』 第17号  pp.1-15  

パーシーの養取においては、父系の線をたどる傾向がきわめて強く、兄弟間

59％、父方オジ15％、父方イトコ12％となっている。しかもその場合、男子だ

けの線をたどり、家督などの相続権はもたず、死者の霊を祀るという社会的役

割を負っていくという特徴をそなえている。  
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